
経営技術

農場HACCPシステムを活用した
畜産経営支援について

（一社）神奈川県畜産会 橋 本 聡

はじめに

神奈川県畜産会では、昭和３１年の会設立当

初より、畜産農家の経営改善を看板に経営診

断業務を主軸として運営を行ってきました。

おそらく先々代、先代のコンサルタントを

行ってきた先輩方からすれば、現在の県内の

飼養戸数・頭数を聞いたら、ため息が出るほ

どの状況だと思われます。それでも都市化の

進む中で、環境対策、衛生対策、生産コスト

対策、販売戦略、後継者育成など、たくさん

の課題をクリアしながら都市近郊の畜産を守

り続け、先代から引き継いできたのが現在の

経営者たちであり、その家族や従業員たちで

す。

経営戦略も時代とともに変化し、品種改良

や独自飼料設計によるブランド化、６次産業
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衛生管理（疾病対策）
生産データや疾病発生状況の
把握による損耗防止対策など

飼養管理（生産技術分析）
生産データの集計と分析による
生産技術の問題と改善

生産原価（生産コスト分析）
生産データと決算データの分析に
よる生産物当たりの生産原価や収
益性に関するアドバイス

年間売上（経済性分析）
品質の向上と安定的な出荷によ
る売上の増加と付加価値販売等
による収益性の向上

令和元年：筆者の事務所でコンサルデータ集計作業

化、ICT活用など、さまざまな技術と情報を

活用しながら収益性を確保しています。

そうした中で、私たち畜産コンサルタント

と言われる支援者側も、その変化に対応し一

歩一歩ステップアップしながら支援していか

なければなりません。

ここ数年、農場HACCP認証取得に対す

る衛生管理システムの構築作業に携わる機会

が増えるとともに、支援チームを結成し構築

作業を行う中での助言や認証取得後のシステ

ム運用を支援する中で、うまく経営改善につ

なげている事例が見受けられます。

畜産コンサルタントと
農場HACCP構築との関連
現在、畜産コンサルタントとして畜産経営

を支援していく上で、大きく分けて「飼養管

理（生産技術分析）」「衛生管理（疾病対策）」

「生産原価（生産コスト分析）」「年間売上（経

済性分析）」などの柱を中心にデータ収集し、

その相互関係も含めて分析し、コンサルティ

ングを行っています（図１）。

これは家族経営でも、法人格の会社経営で

も視点は変わりません。経営の収益性に影響

を及ぼしている部分がどこにあるのか、収集

したデータや現地での聞き取りを元に分析

し、生産目標や収益性の目標に対しての現状

値を示すことで改善すべき項目を挙げ、責任

者や経営者に対して改善を提案しています。

農場HACCPにおいても、家族経営も、

法人格の会社経営でも考え方は変わりませ

ん。生産農場における衛生管理を向上させ、

畜産物の安全性を確保することを目的に「農

場HACCP認証基準」が公表されています

が、この基準に沿ってHACCPシステムを

（図１）現状の畜産コンサルタントの経営改善（外部からの視点）
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① 衛生管理目標の設定（生産目標や経営管理目標）
年間や半期といった短い間隔での目標を定め、農場全体で達
成に向けた活動を行う

③ 内部・外部コミュニケーション（HACCPチー
　 ム会議・外部専門家（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の活用）
農場内の情報の共有、獣医師・行政等の情報、衛生管理目
標の進捗、課題への対策や改善方法のアドバイス

 教育訓練（農場内従事者の生産技術や衛生管理
　 　　　　　等の知識の向上）
農場での衛生管理に関する基本的な知識や生産技術、新た
な技術等への理解と習得など

② 生産環境の文書化（農場内作業の見える化による
　 　　　　　　　　　飼養管理技術の均一化）

※HACCPチームが分析し、経営者へ報告し改善へつなげる

日々の農場作業等を文書やマニュアル化することによる生産
技術や衛生管理の均一化、作業従事者間による作業内容のバ
ラつきの軽減

④ モニタリング及び検証活動の記録
家畜や畜産物の安全性が確保出来ているか必須管理点
（CCP）の逸脱が無いか記録の確認と検証を行うことで農
場内の危害を制御

⑥ 経済性に関わる情報
自社製品に対する出荷先からのクレームや生産段階での家畜
の疾病や事故などによる経済的な損失に関わる事項に対する
情報分析

構築運用する中で、マネジメントシステム

（経営者が立てた方針や目標を、従事者（家

族）や従業員が一丸となって経営目標を達成

するために行う活動の仕組みやルール）とし

ての特性を生かし、農場内のHACCPチー

ムが日々の生産活動の中で得られた情報を分

析し、課題の改善につなげていく仕組みを

作っていきます。この取り組みは、経営改善

のツールとしても活用できるものと考えてい

ます（図２）。

現状の畜産コンサルティングはコンサルタ

ントが外部からの視点で経営データを収集分

析し、改善につなげていきますが、農場

HACCPでは内部からの視点でHACCPチー

ムがデータや情報を収集分析し、改善につな

げます。

農場HACCPシステムを
活用した経営改善
農場HACCPシステムを構築していく中

で、主要な生産工程や作業工程を細かく文書

化し、分析し、安全性を担保していくという

過程があります。要は農場内作業を見える化

（文書化）することで、作業レベルの均一化

を図るものです。これは今まで親子や従業員

間での作業ムラがあった農場では改善につな

がり、ひいては生産性の安定や品質向上につ

ながります。つまり、畜産コンサルでいう

「生産技術支援（飼養管理の改善）」に関連

する部分です。

県内では、疾病予防対策で、牛の導入作業

手順を細かく文書化することで導入直後の治

療が大幅に減少した事例もあります。このよ

うに、農場HACCPシステムを構築しなが

ら、自農場の問題点が洗い出されて経営改善

に結びつく場合もあります。

今年７月、県内では農場HACCP認証が

６農場目となりました。認証取得後の

PDCAサイクルを回しながら経営改善につ

（図２）農場HACCPの情報分析による経営改善（内部からの視点）
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なげている事例も多く、その多くは、HACCP

チームが行う「内部検証」「情報の分析」と、

経営者が行う「衛生管理システムの更新」（農

場HACCP認証基準第６章）により、定期

的にシステムの検証や文章を見直し、必要に

応じてHACCPシステムを更新することで

改善に結びつけています。

●生産目標の明確化（図２の①、図３）

農場HACCPシステムでは、管理目標（生

産目標や経営管理目標など）を明確に定め、

農場全体で目標達成に向けた活動を行うこと

で農場内の課題を共有し、改善につなげま

す。

●作業の見える化による作業レベルの確保

（図２の②）

構築中に行われる作業の文書化とは別に、

生産工程や衛生管理工程などでは従事者ごと

の作業のブレをなくすため、図解や写真入り

の作業マニュアルを作成しますが、そのこと

がヘルパー利用時などに発生する作業のブレ

県内酪農３戸の農場HACCPグループ構築風景（各農場ごとに専門家チームで構築支援）

（図３） 経営者が目標を定め、定期的に見直すことで達成率を把握する
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への対策にもなっています。また、新人育成

などの教材としても活用できます。

●内部・外部コミュケーションから改善の種

を見つける（図２の③）

日々の生産活動の中で得られる農場内の情

報や外部からの情報を、定期的に行われる

HACCPチーム会議等において報告すること

で改善につなげます。

県内では、冬場の子牛の下痢対策など、農

場内で困っている情報を定期的に行う

HACCPチーム会議で外部専門家に相談する

ことで、管理獣医師、普及員、家畜保健所等

が改善に向けたアドバイスや対策を実施し、

問題の改善に向けていく取り組みが行われて

います。

●定期的な検証活動による目標の確認および

修正・是正（図２の④）

畜産経営を営む中で、家畜や畜産物などの

出荷ごと、もしくは安全性に関わる作業ごと

に、安全性が確保できているかのチェック

（モニタリング）を行います。これは定期的

に検証を行うことで、チェック漏れや逸脱し

た事案に対する修正と是正を行うことができ

るからです。上記に述べた生産目標に対する

達成度や未達成時の検証も含め、見直しを行

うことで経営の改善につなげます。

●従事者への教育訓練の実施による力量向上

（図２の⑤）

農場HACCPでは、HACCPチームが従事

者に対する農場作業手順や一般的な衛生管理

に関する知識等の教育訓練を計画的に行うこ

とが決められおり、このことが農場作業従事

者の力量向上につながっています。また生産

段階で課題となる問題に対し、外部専門家等

によるアドバイスや説明を受けることで、課

題に対する改善策を見いだしています。

一般的衛生管理プログラムの確立（各種作業マニュア
ルの作成）

内部検証風景とモニタリング記録
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HACCPチーム会議で課題となった「冬場の子牛管理」
について専門家から研修を受ける

●情報の分析と経営者による衛生管理システ

ムの更新（PDCAサイクル）

日々の生産活動の中で得られる情報だけで

はなく、上記に述べた項目の中で得られる情

報について、必要に応じて外部専門家を交え

てHACCPチームで分析し、出てきた課題

に対する対策と見直しについて経営者の意見

や判断を入れることが重要です。

目標を定め、目標に向かって取り組

み、その結果を検証評価し、改善に結び

つける。そして、また新たな目標を定め

取り組む。

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評

価）、Action（改善）

このサイクルをきちんと回すことが重要で

あり、農場HACCPシステムの構築や認証

はスタートラインまでの準備にすぎません。

おわりに

作れば売れる時代から、商品（畜産物）と

してのこだわりやその背景にある生産者の思

い、そして品質保証（安全性）、生産性と収

益性の確保など、現代の経営者はたくさんの

課題を背負っています。

経営者に言われたことがあります。「経営

は点ではなく線だから」と。

これはまさに経営を続ける中で、出てきた

課題に対し、どのように取り組みを次につな

げていくかということであり、経営は

PDCAサイクルそのものではないかと思い

ます。

この農場HACCPシステムを活用して「家

業から事業へ変換を図りたい」と言った経営

者は、「農場HACCPシステムは PDCAサイ

クルを回すことで威力を発揮する。今は生産

性も向上し、収益も上がっているので、今後

は新たな経営展開に向けて進んで行きたい」

と話しました。

その他の認証農場では「コミュニケーショ

ンの充実により従業員間の意思疎通が良く

なった」「農場内での問題意識の共有で課題

への取り組みに対する姿勢の変化があった」

「全てを１人で行なっていたものが、目標を

定め定期的に外部の評価を受けることで問題

意識が芽生え、次のステップへの足掛かりに

もなった」など、その効果は経営によってさ

まざまですが、現在、認証農場と構築中の農

場のHACCPチームをサポートする専門家

の１人として携わる中で、多くの経営者たち

が農場HACCPシステムを活用し経営をス

テップアップしている現状に、新たなコンサ

ルティングのツールとしての可能性を感じて

います。～一歩その先へ～

（筆者：（一社）神奈川県畜産会 家畜衛生部・経営
指導部（兼）家畜衛生部長／総括畜産コンサルタント）
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行政の窓行政の窓

消費税「軽減税率」制度について
～畜産農家に必要な対応等の視点から～

財務省主税局 加 藤 博 之

消費税制度が変わります！

２０１９年１０月１日より、消費税率１０％への引上げに伴い、「軽減税率制度」が実施される予定

となっています。また、同時に仕入税額控除の適用を受けるために必要な請求書等の保存方式

として「区分記載請求書等保存方式」が実施され、さらに２０２３年１０月からは「適格請求書等保

存方式」（いわゆる「インボイス制度」）が導入されることとなっています。

本稿においては、「軽減税率制度」を中心に、その制度の基本的な内容とともに、実務面へ

の影響や対応等について説明したいと考えます。

なお、文中の意見、主張等に関する部分については、筆者の個人的な見解に基づくものであ

り、所属した・所属する組織の公式な見解等ではないことをあらかじめお断りします。

「軽減税率制度」の基本的な考え方

（１）「飲食料品の譲渡」の考え方

消費税「軽減税率制度」では、「飲食料品の譲渡」が軽減税率の適用対象となります。ここ

でいう「飲食料品」とは、人の飲用または食用に供されるものをいい、軽減税率が適用される

か否か（飲食料品の譲渡か否か）は、「売り手」が「販売時点」において判断することとなり

ます。例えば、「豚骨」のように、「飲食料品」として譲渡することもあれば、食べることがで

きないもの（不可食部位）として譲渡することもあるものについては、販売の際、「売り手」

が「何を譲渡（販売）するのか」（人の飲食用か否か）を考え、適用税率を決めることとなり

ます。

また、「生きた牛」（生体）のように、と畜場等で食肉処理された後にしか飲食料品（枝肉）

として流通しないようなものの譲渡（生体取引）については、（「飲食料品の譲渡」に該当せず）

軽減税率の適用対象とはなりません。

なお、出荷などに伴ってやり取りされる各種奨励金等については、「飲食料品の譲渡」の対

価に該当しないことが一般的であり、標準税率が適用されるものと考えられます。

まずは、日々の取引を確認していただき、軽減税率が適用されるか否かのイメージを持って
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いただくことが準備・対応のファーストステップだと考えます。

（２）「軽減税率制度」の実施による影響（「税負担が増加するのではないか」との懸念）

「軽減税率制度」の実施後、畜産農家の「売上げ」の多くは軽減税率、「仕入れ」の多くは

標準税率の適用対象となることが想定されます。それゆえに、「税負担が増加するのではない

か」という誤解をされている方も少なくありません。

消費税の納税額は、売上税額から仕入税額を差し引いたものです。従って、「売上げ」と「仕

入れ」における税率差は、申告・納税を通じて精算され、追加的な税負担が生じるわけではあ

りません。

ただし、「仕入れ」の際に実際に支払う税込み総額は増加することもあり得ますので、資金

繰りへの影響等も考慮し、経営方針を考えることが重要になると考えられます。

（３）簡易課税制度への影響

また、簡易課税制度を適用する畜産農家の方からは「『みなし仕入率』が引き上げられなけ

れば仕入税額が過小に評価されてしまうのではないか」との懸念も示されていました。

その点も考慮し、平成３０年度改正において、軽減税率が適用される農林水産物を生産する農

（図１）食品としての流通が制限されるもの等の適用税率について
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林水産業（「農林水産業（食用）」）については、「みなし仕入率」が「７０％」から「８０％」に引

き上げられています。

なお、簡易課税制度においては、個々の取引ごとに事業の種類を判定することとされていま

す。例えば、枝肉などを用いて食品製造・加工も行っている畜産農家の方は、その事業が「農

林水産業（食用）」（みなし仕入率８０％）に該当するのか、それとも「製造業」（みなし仕入率

７０％）に該当するのか、それぞれ区分することが必要となります。

区分記載・区分経理への対応

（１）「売り手」と「買い手」の認識の一致の必要性

複数税率制度の下では、「売り手」と「買い手」の適用税率等の認識が一致することが重要

です。そのため、「売り手」は自らが適用した税率等を「買い手」に伝え、「買い手」は「売り

手」が適用した税率が自らの認識と合致するかを確認することとなります。

現行では、仕入税額控除の要件として、「帳簿」と「請求書等」の保存が求められています。

「軽減税率制度」実施後は、「帳簿」に「軽減税率の対象品目である旨」の記載が必要となる

ほか、「請求書等」については現行の記載事項に「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ご

とに合計した税込対価の額」が追加された、区分記載請求書の保存が求められることとなりま

す（区分記載請求書等保存方式）。

（２）畜産農家の方が区分記載請求書を発行する場面

例えば、食肉卸売市場を経由した枝肉取引や指定生産団体を経由した生乳取引等において

は、受託者である市場の卸売業者や指定生産団体が「買い手」に対し請求書等を交付すること

が一般的であり、「買い手」はその書類の保存により仕入税額控除を行うことができることか

ら、畜産農家が区分記載請求書を自ら作成し交付する場面はそれほど多くないと考えられま

す。

また、食肉センター等による買付の場合であっても、食肉センター等は自らが仕入税額控除

を行うために必要な事項を記載した「仕入明細書」を作成し、畜産農家に交付・確認を求める

実務が一般的であると考えられることから（要するに「仕入明細書」による対応）、畜産農家

が区分記載請求書を交付する場面はやはりそれほど多くないと考えられます。

他方、畜産農家が食品加工業者、乳業メーカーや小売業者などの事業者と直接取引を行う際

には、現行交付している請求書に代わり、区分記載請求書の交付を求められるような場面も出

てくることが想定されるため、畜産農家においても、区分記載請求書への実務的な対応・準備

は行っておく必要があると考えられます。
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（図２） 軽減税率通達１６の取り扱いについて（畜産農家サイド）

消費税の税額計算における留意点

消費税の申告の場面における実務的な影響として、飲食料品の委託販売に係る課税売上の考

え方について整理しておく必要があります。

現在、消費税の税額計算に際し、「純額処理」（販売委託手数料を差し引いた後の金額を課税

売上とする）を採用している畜産農家は、「軽減税率制度」の実施後、課税売上の考え方を変

更していただく必要があります。具体的には、「軽減税率制度」の実施後は、「販売高」（販売

委託手数料を差し引く前の金額）を課税売上としていただき、「委託手数料」（１０％の標準税率

の適用対象）を課税仕入とすること（「総額処理」）が必要となります。

なお、このように消費税額の計算方法が変わるとしても、消費税の負担が増えるわけではあ

りません。ただし、「事業者免税点制度（いわゆる「免税事業者」、基準期間（個人の場合、前々

年）の課税売上高が１０００万円以下）」や「簡易課税（基準期間の課税売上高が５０００万円以下）」

の適用の可否に影響が出てきますので留意が必要となります。

（筆者：財務省主税局税制第二課課長補佐＊執筆時２０１９年７月１日時点）
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関 令 二

【連載】畜産現場におけるよりよい消毒を考える①

はじめに

これまでややもすると、消毒とは「殺菌消

毒薬をまくこと」といった消毒薬主体の仕事

のように考えられていましたが、消毒は広い

意味での衛生管理・バイオセキュリティの一

部と考え、消毒対象も、これまでの畜舎、施

設設備、機材等の消毒から、さらに畜舎回り

の土壌や水を含む、広い意味での環境改善を

重視した適切な対応を取らなければなりませ

ん。

消毒という仕事の対象である、各種の病原

体と環境が、どのような関係にあるかを理解

するため、２人の鶏病学者による論争につい

て説明しましょう。

戦後、世界的な食糧危機への対応として最

も増産しやすい鶏の飼育が各国で盛んにな

り、経営規模の大型化、集約化が進む中、原

因不明の鶏呼吸器病が蔓延し大きな被害をも

たらすようになりました。今になって見れ

ば、マイコプラズマ菌による鶏マイコプラズ

マ病ですが、当時は病原体が明らかにならな

いまま胸膜肺炎様病原体（PPLO）による慢

性呼吸器病群（CCRD）と呼ばれ、種々の対

応がなされるも、その発生・流行を止められ

ませんでした。このような中１９６２年に、本病

について世界中の鶏病研究者による討議が行

われました。

その場で、イギリスの鶏病学者チュート

（以下敬称略）は、「この病気は複数の第一

次病原体・P（Primary agents）に感染して

いるヒナにその後、複数の第二次病原体・S

（Secondary agents）が感染した鶏病であ

る。しかし、それだけではこのような状態に

はならない。そこにさらに複数の飼育環境上

のストレス・E（Environmental factor）が

加わることで、慢性的な呼吸器病を発症する

のだ」という自説を、R=Pn+Sn+En という

数式で示しました（Rは慢性呼吸器病、nは

複数性を示す）。

これに対し、フランスの鶏病学者ブリオン

は、「大筋では賛成、しかし私は環境的な要

因 Eはもっと大きな影響をもたらすもので

あり、いうなれば相加的なものではなく相乗

的なものと考える。数式で示すならR＝（Pn

+Sn）×En とすべきだ」と述べ、最終的に

この考えが支持されました。

ここでいう第一次病原体 Pとは、鶏の場

合、感染種鶏からふ化した初生雛は産まれな

がらに親譲り、つまり介卵性にマイコプラズ

マ菌に感染保菌し、さらにふ化発生の過程で

汚染環境から大腸菌に感染した場合は第一次

病原体 Pn＝２となります。そして、このよ

うな２種類の第一次病原体に既感染した初生
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雛が、出荷先養鶏農場の育成中に第二次病原

体としてブドウ球菌と緑膿菌に感染したとす

ると Sn＝２となり、さらに飼育環境の悪さ

Enとしてアンモニアガス、換気不良の２つ

が相乗的に作用することによって、チュート

説の２＋２＋２＝６に対し、ブリオン説では

（２＋２）×２＝８となり、病性はより悪化

するということが示されます。

しっかりやれば
目に見える消毒の成果
消毒は、細菌とかウイルスという目に見え

ないものを相手にする仕事だけに、ある意

味、やり甲斐のない、成果を確かめにくい仕

事といえます。

とはいうものの、消毒を含む衛生管理とい

う仕事は、根気よくやり続ければ、その成果

が必ず出てくる仕事であり、私は「消毒は点

ではなく、線、または面として」と言い続け

てきました。その意味は、消毒は、１回だけ

の点としての作業ではなく、一定間隔で繰り

返す「点のつながった線」としての仕事であ

り、同時に１人でも欠けることなく地域の生

産者が足並みをそろえ、面としてやらなけれ

ばならない町ぐるみ、地域ぐるみの仕事であ

るということです。

このようにやれば、必ず成果が得られると

いうことを明らかにした面白い事例が、近

年、家畜伝染病の発生事例の中にあります。

最初の事例は、平成２２年の口蹄疫発生時

に、牛・豚飼育農家に家畜保健衛生所職員が

精力的に地域ぐるみの面としての消毒を働き

かけた結果、病傷事故実績に基づく支払い共

済金が、目に見えて減少したという事例で

す。表１に示すように、全体でも対前年度比

で約１５％減、肥育用子牛ではほぼ半減という

数字になりました。

本資料を取りまとめた家畜保健衛生所職員

は、「地域の全ての畜産農家が消毒に努力し

た結果であり、特にその成果は肥育用子牛の

疾病の減少に表れ、そのことが支払金の減少

となっている。しかし残念なことだが“喉も

と過ぎれば熱さを忘れる”になるのではない

か心配だ」と思いを記しています。

次の事例は、平成２８～２９年にかけて全国９

道県１２農場に発生した高病原性鳥インフルエ

ンザH５N６例の中で、発生を免れた岩手県

共済目的 支払共済金（円）

平成２０年 平成２１年
対前年比

平成２２年
対前年比

１３ 成乳牛 １００．６％ ９０．４％
１４ 育成乳牛 ９１．７％ １１０．７％
１５ 乳用子牛 １３５．８％ １０２．２％
１６ 乳用胎児 １５２．６％ ７５．０％
２３ 肥育用成牛 １３１．６％ ７７．５％
２４ 肥育用子牛 ２１４．９％ ４３．２％
２５ 他肉成牛 １０９．３％ ９３．２％
２６ 他肉子牛 １０８．３％ ７１．３％
２７ 他肉胎児 ９８．０％ ８７．１％

計 １０３．３％ ８８．７％

（表１） 病傷事故実績による支払共済金比率

共済支払いについて
平成２２年の対前年比が減少した理由は、家畜の疾病が減
少したことで、その結果診療件数も少なくなったためで
す。また、宮崎県の口蹄疫発生により各自治体、関係団体
が、当家保管内の牛・豚飼養農家全戸に消石灰を配布し、
すべての農家で消石灰液の踏込み消毒槽の設置あるいは牛
舎内外への散布をしたためと考えられます。しかしながら
平成２３年以降散布する農家は減少傾向にあります（喉元過
ぎれば熱さを忘れる…でしょうか）。
また、和牛農家では石灰を散布してから子牛の下痢が減
少したのは事実です。 （家畜保健衛生所職員）
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家きん農場への対応（平成28年強化）岩手県内の家きん飼養状況（100羽以上）

死亡野鳥からのHPAIV検出状況 家きん農場独自の対応（平成28年）

◆　消石灰配布（100羽以上飼養、511戸）

◆　県央、県南地域で主に検出

・1～ 3月に590t配布（0.04～ 7.3t ／戸）、消毒強化

農場への侵入防止のため、配達方法を工夫

・系列農場毎（企業、インテグレーション）に集約
511戸　⇒　147ヵ所

● 配達場所の集約

● 専用の配達トラック・運転手

● 農場入口に石灰散布
　（回数増）

● 農場内敷地全面に
　 石灰散布

平成２９年６月２９日・農水省主催
高病原性インフルエンザ疫学調査検討会配付資料引用

・原則、配達場所は1日1ヵ所に限定
・複数個所に配達する際は、系列農場に限定
・配達トラックを消毒（毎日）

県北　286戸
県央　  59戸
県南　111戸
沿岸　  55戸

合計　511戸

うち10万羽以上飼養
86戸（17%）

最大飼育羽数
　採卵鶏 100万羽
　肉養鶏   30万羽

回収地から半径3km内の農場 100羽以上　  2戸
100羽未満　73戸

県央 盛岡市

花巻市

一関市

大船渡市沿岸（南部）

県内

地域 回収地 羽数

計

6
2
4
3
1
1
1
1
1
20

池

池
畑

川

川
路上

池
川・ダム
路上・住宅・畑

〃
滝沢市・紫波町

の事例です（図１）。

同県は全国有数のブロイラー生産県であ

り、同時に採取された野鳥検体からAI ウイ

ルスが分離され、また周辺の複数県で発生し

ているという厳しい条件の中、岩手県内では

AI の発生が起こらなかったという事例です。

同じような養鶏生産地で、渡りツルの感染が

確認されていた鹿児島県出水地方の事例とと

もに、平成２９年６月２９日に開かれた農林水産

省主催の疫学調査検討会で、両県の担当者か

ら事例紹介されました。

この中の具体的な事例として特筆すべき

は、農場へ消石灰を運搬するための配達ト

ラックのあり方に最新の注意が払われたこと

です。「専用の配達トラックと運転手を決め、

トラックの配送は原則として１日１ヵ所」と

し、トラック汚染による伝播をできる限り防

ぐ処置がなされました。また、同日の発表

で、鹿児島県出水地方では地場産業である養

鶏を守るため、養鶏関係者以外の地域の人た

ちの幅広い協力があり、防疫措置として厳し

い消毒を行ったことが報告されています。

しかしながら、せっかくこのような

良い経験や情報も、その後に生かされ

ませんでした。わずか１年後の今回、

豚コレラ発生の中で同じ飼料運搬車が

岐阜県と愛知県の農場に出入りしてい

たことが明らかになり、ウイルス汚染

車両によって豚コレラウイルスの感染

が起こったのではないかと指摘されて

いることは残念でなりません。

飼育環境、特に畜舎回りの
土壌の状態を見直そう
筆者が、昭和２２年に、当時の国立大宮種鶏

場に獣医職として赴任早々ぶつかった鶏病

は、黒頭病、コクシジウム症、回虫、条虫、

十二指腸虫といった、土から感染する鶏病で

した。それからというもの、「土と鶏病」の

結びつきが今日まで私の頭から離れなくなっ

ています。

その後、牛の飼養現場も見る機会が増える

につれ、家畜飼育現場全体の問題として、土

と家畜疾病の関係をもう一回勉強し直すべき

と考え、関連する資料や文献を読むようにな

りました。

一般的な細菌、寄生虫、原虫といった常在

的な病原体はもちろん、現在、問題になって

いるヨーネ病、カンピロバクター症、その他

の家畜感染病についても、畜舎内だけでな

く、畜舎回りの土壌に関わる問題として対応

しなければならないと考えています。

（筆者：獣医師、家禽疫学専攻）

（図１） 岩手県内家きん農場へのAI 対応
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畜産データボックス畜産データボックス

全国 北海道
・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国

・四国
九州
・沖縄

増やした 回答割合（％） １２．９ １２．６ １１．５ ２．７ １０．４ ８．３ １６．０ １８．８
頭増 ６，７９９ １，２２７ ２，０３５ ０ ２２２ ４０ １，４８６ １，７８９

変更していない 回答割合（％） ７４．５ ８０．０ ７６．６ ７８．４ ６７．５ ７５．０ ７０．０ ６８．８

減らした 回答割合（％） １２．６ ７．４ １２．０ １８．９ ２２．１ １６．７ １４．０ １２．３
頭減 ３，００２ ４８１ ７９４ １０１ ４８１ １３ ４７ １，０８５

全国 北海道
・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・

四国
九州・
沖縄

計画していた豚舎が完成したため ３８．０ ４７．６ ３３．３ １００．０ ３３．３ ０．０ ５７．１ ３０．８
後継者が経営に参加したため ８．７ ９．５ １８．５ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ３．８
１頭当たりの収益性が低下したため １７．４ １４．３ １８．５ ０．０ ２２．２ １００．０ ０．０ １９．２
委託、預託の農場を増やした ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０
出荷元から増頭の要請があったため ３．３ ０．０ ３．７ ０．０ ０．０ ０．０ １４．３ ３．８
生産者の減少に伴う投資として ２．２ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ７．７
生産を縮小していたのを元に戻した １６．３ ９．５ １８．５ ０．０ ２２．２ １００．０ １４．３ １５．４
その他 ２０．７ ２３．８ １４．８ ０．０ ２２．２ ０．０ １４．３ ２６．９

平成３０年度養豚農業実態調査全国集計結果から
③経営推移と今後の動向

調査回答状況

回答は平成３０年８月１日現在確認できてい
る養豚生産者を対象（３２４０件（前年度調査に
おいて調査票を配布し、回答が無くても廃業
報告がなされなかった者を含む））に調査を

実施した。回答が得られた８７５件のうち、経
営中止、休業等の無効回答および廃業を除い
た８２０経営体について全国、地域別、子取り
用雌豚頭数規模別等で集計・分析した。

●繁殖豚飼養頭数
（１）繁殖豚飼養頭数
〔１〕飼養頭数の推移（地域別） n＝６９８

① 繁殖豚飼養頭数は、前年同期と比較して
「増 や し た」が１２．９％で、昨 年 度 の
１２．４％をわずかながら上回った。「減ら
した」は１２．６％と、こちらも昨年の
１０．７％を上回った。最も多かった回答は
「変更していない」の７４．５％だった。

② 頭数では、「増やした」が６７９９頭、「減ら

した」が３００２頭で、増やした頭数が減ら
した頭数に比べて３７９７頭多い。頭数ベー
スで増えているのは、地域別では「九
州・沖縄」の１７８９頭、子取り用雌規模別
では「１０００頭～」で２３０２頭と全体増頭分
の１／３以上となっている。

（２）繁殖豚飼養頭数増減の理由
〔１〕増頭の理由（地域別、複数回答） 単位：％、n＝９２
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全国 北海道
・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・

四国
九州・
沖縄

疾病対策で豚を入れ替えるため １５．３ １６．７ ２５．０ ０．０ １７．６ ０．０ ０．０ １２．５
生産費の高騰で儲からないため ２．４ ０．０ ４．２ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６．３
老齢化で労働が厳しくなったため ２４．７ ８．３ ２０．８ ０．０ ５２．９ ５０．０ ３７．５ １２．５
労働力が確保できなくなったため １７．６ ０．０ ２５．０ ５０．０ １７．６ ０．０ １２．５ １２．５
委託、預託農場となるため １．２ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ６．３
廃業するため １２．９ １６．７ １２．５ ０．０ １１．８ ０．０ ２５．０ １２．５
飼養システム・経営形態の変更 ４．７ ０．０ ８．３ １６．７ ５．９ ０．０ ０．０ ０．０
環境対策 ８．２ ０．０ １２．５ ０．０ １７．６ ０．０ ０．０ ６．３
その他 ３７．６ ５８．３ ２５．０ ６６．７ １７．６ ５０．０ ５０．０ ４３．８

全国 北海道
・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国

・四国
九州
・沖縄

経営を拡大する（Ａ） 回答数 ２３４ ６６ ７０ １１ １８ ６ ７ ４６
割合（％） ２９．３ ３３．８ ３０．０ ２５．６ ２１．２ ３１．６ ２９．３ ２７．９

現状維持 回答数 ４９２ １１８ １４４ ２８ ５４ １１ ３５ １０２
割合（％） ６１．７ ６０．５ ６１．８ ６５．１ ６３．５ ５７．９ ６０．３ ６１．８

経営を縮小する（Ｂ） 回答数 ７２ １１ １９ ４ １３ ２ ６ １７
割合（％） ９．０ ５．６ ８．２ ９．３ １５．３ １０．５ １０．３ １０．３

合計 回答数 ７９８ １９５ ２３３ ４３ ８５ １９ ５８ １６５
割合（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

全国 北海道
・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国

・四国
九州
・沖縄

今年中に規模縮大 回答数 ２６ １０ ７ ０ ２ １ ０ ６
割合（％） １１．２ １５．２ １０．０ ０．０ １１．１ １６．７ ０．０ １３．３

３年以内に規模拡大 回答数 ９２ ２２ ２５ ４ ７ ２ ８ ２４
割合（％） ３９．５ ３３．３ ３５．７ ３６．４ ３８．９ ３３．３ ４７．１ ５３．４

規模拡大を検討中 回答数 １１５ ３４ ３８ ７ ９ ３ ９ １５
割合（％） ４９．４ ５１．５ ５４．３ ６３．６ ５０．０ ５０．０ ５２．９ ３３．３

合計 回答数 ２３３ ６６ ７０ １１ １８ ６ １７ ４５
割合（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

〔２〕減頭の理由（地域別、複数回答） 単位：％、n＝８５

① 繁殖豚頭数を増やした理由で最も割合が
高いのは、「計画していた豚舎が完成し
たため」の３８．０％。次いで「１頭当たり
の収益性が低下したため」が１７．４％、「生
産を縮小していたのを元に戻した」が
１６．３％、「後継者が経営に参加したため」
が８．７％となっている。

② 繁殖豚の頭数を減らした理由で最も高い
のは、「老齢化で労働が厳しくなったた

め」の２４．７％で、次いで「労働力が確保
できなくなったため」の１７．６％となって
いる。

③ また、肥育豚については、頭数を減らし
た理由で最も割合が高いのは、「老齢化
で労働が厳しくなったため」が２３．２％で
最も多く、次いで「労働力が確保できな
くなったため」１４．５％、「廃業するため」
１３．０％と続いている。

●今後の養豚経営動向
（１）今後の養豚経営の意向（地域別） n＝７９８

（２）経営を拡大 （１）の（A）内訳（地域別） n＝２３３
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全国 北海道
・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国

・四国
九州
・沖縄

今年中に規模縮小 回答数 ６ １ １ １ ０ ０ ０ ３
割合（％） ８．３ ９．１ ５．３ ２５．０ ０．０ ０．０ ０．０ １７．６

３年以内に規模縮小 回答数 ７ ０ ５ ０ １ ０ ０ １
割合（％） ９．７ ０．０ ２６．３ ０．０ ７．７ ０．０ ０．０ ５．９

規模縮小を検討 回答数 １４ ４ ２ ０ ２ ０ １ ５
割合（％） １９．４ ３６．４ １０．５ ０．０ １５．４ ０．０ １６．７ ２９．４

今年中に廃業予定（Ｃ） 回答数 ３ １ １ ０ ０ ０ ０ １
割合（％） ４．２ ９．１ ５．３ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５．９

廃業を検討（Ｄ） 回答数 ４２ ５ １０ ３ １０ ２ ５ ７
割合（％） ５８．３ ４５．５ ５２．６ ７５．０ ７６．９ １００．０ ８３．３ ４１．２

合計 回答数 ７２ １１ １９ ４ １３ ２ ６ １７
割合（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

全国 北海道
・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国

・四国
九州
・沖縄

後継者がいない ２５ ３ ５ １ ５ ２ ４ ５
労働力が確保できない ８ １ ２ １ ３ ０ ０ １
環境問題 ２ ０ １ ０ ０ ０ １ ０
負債がある ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ １
生産費の高騰で儲からない １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０
その他 ７ ２ １ １ ２ ０ ０ １
合計 ４５ ６ １１ ３ １０ ２ ５ ８

（３）経営を縮小 （１）の（B）内訳（地域別） n＝７２

① 今後の養豚経営の意向は「経営を拡大」
が２９．３％と前年度より２．９％増加した。
「現状維持」６１．７％、「経営を縮小」が
９．０％と、「現状維持」の割合が減少し、
「縮小」「拡大」の意向が増加している。

② 「経営を拡大する」との回答者では具体
的に「今年中」「３年以内」との回答が

ほぼ半数だった。
③ 経営を縮小する意向の内訳をみると、

「廃業を検討」が５８．３％で最も高く、「今
年中に廃業する計画がある」４．２％を合
わせた４５経営体６２．５％が廃業を考えてい
る。

（４）廃業
廃業予定・検討 （３）の（C・D）の廃業理由（地域別） n＝４５

① 「廃業したいと考えている」または「廃
業する計画がある」としては、その理由
を回答した４５経営体でみると、「後継者
がいない」が５４．３％で最も高く、次いで
「労働力が確保できない」１７．４％となっ
ている。

② 地域別にみると、「後継者がいない」の
割合が最も高いのは、「近畿」１００％、次
いで「中国・四国」８０％、「九州・沖縄」

６２．５％と続いている。
③ 「労働力が確保できない」の割合が高い

のは、「北陸」３３．３％、「東海」３０．０％、
「関東」１８．２％となっている。
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（（独独））農農畜畜産産業業振振興興機機構構かかららののおお知知ららせせ

算出の区域 肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価（概算払）※ 算出の区域 肉用牛１頭当たりの

標準的販売価格
肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価（概算払）※

北海道 １，１８２，６３０円 １，２１０，３３７円 ２０，９３６．３円 石川県 １，３５２，５４０円 １，１８３，３００円 －
青森県 １，１８３，８０８円 １，１８４，１５０円 － 福井県 １，４３９，９１１円 １，１８１，２６５円 －
岩手県

（日本短角種を除く） １，２０６，７６５円 １，２０５，９１５円 －
愛知県 １，２３２，００１円 １，２０６，３６２円 －
鳥取県 １，１８６，８７７円 １，２２９，７２４円 ３４，５６２．３円

岩手県
（日本短角種） ７４０，９３７円 ７３９，１４５円 －

島根県 １，２０８，２５１円 １，２０８，１８７円 －
岡山県 １，２３２，１４０円 １，１６２，６５５円 －

宮城県 １，２５４，４９７円 １，２２７，４７７円 － 広島県 １，１８９，１３６円 １，１９２，２６２円 －
秋田県 １，２６２，５６７円 １，２１２，６２９円 － 山口県 １，２０９，５３７円 １，２１０，８６０円 －
福島県 １，２５０，０３２円 １，２１７，５３２円 － 香川県 １，２９４，３００円 １，１８３，２０８円 －
茨城県 １，２３３，９３０円 １，２２５，４６５円 － 愛媛県 １，２２３，４７４円 １，１６７，６７９円 －
栃木県 １，２３６，７８６円 １，１９７，１８１円 － 福岡県 １，１７６，０２６円 １，２３１，７６３円 ４６，１６３．３円
群馬県 １，２４１，５８７円 １，１６７，７７４円 － 佐賀県 １，２３５，０５７円 １，２３４，４９５円 －
埼玉県 １，２３２，０４３円 １，１９７，４９０円 － 長崎県 １，２２６，０４４円 １，２２７，２８５円 －
千葉県 １，２３４，６７８円 １，２２７，６０１円 － 熊本県 １，２０８，５３１円 １，１７９，４６５円 －
神奈川県 １，２３１，３９６円 １，１５７，７６８円 － 大分県 １，１３４，２０８円 １，２２９，６７９円 ８１，９２３．９円
山梨県 １，２４５，８０４円 １，２２０，３７６円 － 宮崎県 １，２７４，８１２円 １，２１５，２６７円 －
長野県 １，２４３，８４６円 １，２２１，１６３円 － 鹿児島県 １，２４６，６３１円 １，２４８，４２３円 －
静岡県 １，２４３，８６８円 １，２３６，１１７円 － 沖縄県 １，１９１，２６０円 １，１９６，６５８円 ８５８．２円
新潟県 １，２４５，２０９円 １，１８９，４８６円 － 二以上の

都道府県の区域 １，３２８，５７６円 １，２２３，１４９円 －
富山県 １，５１９，５６４円 １，１９８，９３９円 －

（表１）肉専用種の交付金単価（概算払）

※肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）は、肉用牛１頭当たりの標準的生産費と肉用牛１頭当たりの標準的販売
価格との差額に１００分の９０を乗じた額から４，０００円を控除した額

肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）の交付金単価

［令和元年7月分］
令和元年７月に販売された交付対象牛に適用する畜産経営の安定に関する法律（昭和３６年法律

第１８３号）第３条第１項に規定する交付金について、肉用牛肥育経営安定交付金交付要綱（平成
３０年１２月２６日付け３０農畜機第５２５１号）第４の６の（５）のオの規定および同（５）のカの規定に
より準用する同（１）から（４）までの規定に基づき標準的販売価格および標準的生産費並びに
交付金単価を表１および表２の通り公表しました。
なお、当該交付対象牛に係る交付金の交付については、概算払いを行います。標準的生産費お

よび交付金単価の確定値については、令和元年１１月上旬に公表する予定です。

肉用牛１頭当たりの標準的販売価格 肉用牛１頭当たりの標準的生産費 肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）※
交雑種 ７７０，９１２円 ７６７，３１５円 －
乳用種 ４６２，４４２円 ５０２，１１１円 ３１，７０２．１円

（表２）交雑種・乳用種の交付金単価（概算払）
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